
県産材利用促進協定について

【内容】

１．木材利用促進法の改正

２．岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例

３．県産材利用促進協定について
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林政部 県産材流通課

木造建築推進室 消費対策係



2020年10月に日本は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ
ロとする「2050年カーボンニュートラル」を宣言。

林野庁：改正公共施設等木材利用促進法の概要

■ 2050年カーボンニュートラルへの森林・⽊材分野の貢献森林は二酸化炭素
（CO2）を吸収し、
固定するとともに、
木材として建築物な
どに利用することで
炭素を長期間貯蔵可
能です。加えて、省
エネ資材である木材
の利用等は二酸化炭
素（CO2）排出削減
にも寄与します。

１ー１．木材利用促進法改正の背景
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【法律名の変更】
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の

促進に関する法律
・「脱炭素社会の実現に資する」を追加
・公共施設 → 民間建築物を含む建築物一般

【主な改正の内容】

〇新設項目

①木材利用の促進に関する基本理念を新設

②建築物木材利用促進協定制度の創設

③建築物における木材利用を促進するための必要な措置

④木材利用促進の日（10月８日）と木材利用促進月間（10⽉）

〇追加項目

①脱炭素社会の実現を位置づけ

②木材利用促進の対象を公共施設から建築物一般に拡大

③林業・木材産業の事業者に対して建築用木材等の適切かつ安定的な供

給に努める

〇令和３年１０月１日施行

１ー２．改正法の内容
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従来の利用分野の拡充（トータルコーディネート）

都市の木造化

県産材住宅の
建築促進

外構の木質化内装の木質化

非住宅分野の木造化
・公共施設
・商業施設
・工業施設

木質化による豊かな生活・
仕事・遊びの空間づくり

製紙工場 脱プラスチックなど新たな産業
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R3
国

木造非住宅建築物設計の専門家育成 建築相談センターの設置

木質部材品質試験センター機能強化

協力工務店の拡大

木質部材の開
発支援強化

地域内での熱電
供給・熱利用の

拡大

熱利用の
Ｊ-クレジット

【概要】都市部での木造化を進め、炭素を貯留するとともに、化石燃料の代替となる木質バ
イオマスの利用により二酸化炭素の排出を削減し、脱炭素社会づくりに貢献する。

２ー１．第４期岐阜県森林づくり基本計画(R4～R8）
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都市の木造化・脱炭素社会の実現に向けた県産材の需要拡大



１ 目的
（１）脱炭素社会の実現 （２）循環型社会の形成 （３）地域経済の活性化

２ 基本理念
（１）将来にわたり継続的に県産材の利用が図られること。

（２）持続可能な森林の経営管理が図られること。

（３）県産材の経済的な価値の増加が図られること。

３ 関係者の責務等
（１）県の責務：県産材の利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進、

関係者との協働及び連携、市町村への協力

（２）森林所有者の役割：所有する森林の適正な整備及び保全

（３）事業者の役割：他の事業者との相互の連携、県産材の利用、県の施

策への協力

（４）県民の役割：県産材の利用についての理解、県産材の積極的な利用

４ 県産材利用推進計画の策定
県産材の利用の促進に必要な施策に関する基本的事項や目標等を位置付け
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２ー２．岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例

令和４年１２月２０日公布、令和５年４月１日施行



５ 県の主要な施策
（１）建築物等における県産材の利用の促進

（２）県の建築物等における県産材の利用

（３）相談体制の整備

（４）県産材利用促進協定

・県及び事業者は、事業者による県産材の利用に関する構想及び県による

構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた

協定を締結することができる。

（５）県産材の安定的かつ持続的な供給の確保

（６）法令に適合して伐採された県産材の流通及び利用の促進

（７）県産材等の販路の拡大

（８）木質バイオマスの利用の促進

（９）研究開発及び普及

（１０）人材の育成及び確保

（１１）炭素貯蔵量の認定

（１２）普及啓発

（１３）表彰

（１４）財政上の措置

（１５）実施状況の公表
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２ー３．岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例



協定を締結し、建築主たる事業者等が、県と連携して県産材利用に取り組む
ことで、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を⽬指します。

〇県による、木材利用の指導や協力が得られ、財政的な支援を受けられる
可能性が高まります。

〇ホームページでの公表等により、当該事業者の社会的認知度と社会的評
価の向上を図ります。

〇木材利用による環境保全への貢献で、ＥＳＧ投資など新たな資金獲得に
つながる可能性があります。

〇サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。

協定の目的

メリット

7

協定の特徴

３－１．県産材利用促進協定の概要

〇県産材利用促進構想により協定を締結
・「県産材の利用に関する構想」を作成
・構想には、建築物の木造化・内装木質化や木製品の導入等の県産材利用の

取組みを記載。
・協定は県、建築主、林業・木材事業者等の間で締結



３－２ 県産材利用促進協定のイメージ
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協定のイメージ

県

県産材を利用する
事業者及び団体
（建築主等）

県産材利用の構想
・建築物の木造化、
木質化

・木製品の利用等

構想達成のための支援
・支援制度や技術的
情報の提供等

① ２者協定の場合

県
県産材利用の構想
・建築物の木造化、
木質化

・木製品の利用等

県産材を利用する
事業者及び団体
（建築主等）

② ３者協定の場合

県産材の利用を促進
する事業者及び団体
（木材供給者等）

県産材等供給の構想
・県産材生産、
加工流通

・木製品の供給等

安定調達
安定供給

構想達成のための支援

・支援制度や

技術的情報の提供等



３－３「県産材利用促進協定」制度の手続き等

１．協定締結者

２．県産材利用促進構想の内容
・県産材を利用する協定締結者による「県

産材の利用に関する構想」

・県産材の供給などを通じて県産材利用の
促進を行う協定締結者による「県産材の

利用の促進に関する構想」

３．構想の達成に向けた取組の内容
・2.の構想を達成するための取組み

・継続的かつ可能な限り数値目標を示した

具体的な取組み
・地域の特色を活かした内容

４．県の取組

５．対象区域（県内または国内）
６．有効期間（５年間）

協定の内容

□協定締結を希望する事業者等から窓
口(木造建築相談センター)へ事前相談

手続きの流れ

事前相談

□協定締結を希望する事業者等から県へ
申請書を提出

□内容が条例の目的や県産材利用推進計
画に照らし適当か確認し、協定締結の
応否を判断

申入れ書

□申請者と県が協議を行い、協定内容に
ついて調整

協定書の調整

協定締結・公表
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３－４ 本県の方針案 「県産材利用促進協定」

R5.4 「（岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」の施行

岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定
公共施設等における県産材利用
推進方針

「建築物木材利用促進協定」制度

□協定締結の申入れがあった場合は、国制度に基づき
協定を締結。

R3.10

「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定」制度

□条例及び県推進計画に位置付け、県独自の制度として
運用を開始。

R4.4

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行

第
１
期
（
Ｒ
８
ま
で
）

第
３
期 □対象を公共施設から建築

物へ拡大し、期間延長。

□条例に推進計画を位置づけ、
改正。

□協定制度について明記。

◇県独自の協定制度として、優遇策を拡充。
◇拡充内容として、補助事業の別枠予算確保、補助対象の拡大、施設規模に応じ補助率の割り増し等。

国制度にある「事業採択における加点等優先的な措
置」に加え、県独自の優遇策を検討し、民間建築物に
おける木材利用を加速化。

〇優先採択のための予算確保
〇補助対象の拡大
＊木造化する場合、施設規模により補助率の嵩上げ・
上限額の増額
＊県外で行う建築物を対象
＊事務所内の備品導入、内装木質化を対象

・非住宅ポータルサイトの開設
・ぎふ木造住宅建築相談センターの設置

支援策

「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画の制定
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協定期間内に県産材をどのよう
に利用するのかを記載

１の構想内容について該当する
項目にチェックを入れる

２でチェックを入れた項目の内
容を具体的に記載

協定に基づく取り組みについて、
どのようにPRするのかを記載

協定期間は、原則５年で設定
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